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福島県で実施している

農産物放射性物質モニタリ
ングの取組み
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事故から3年、現在も福島県民130,000
人が避難者している
（福島県の人口 約200万人）



農業の総生産額 2,441億円（2007年、全国第12位）



直接汚染
（実や花に放射性物質が降下し、付着・吸収される）

間接汚染
（土壌に降下した放射性
物質が経根吸収される）

放射性物質による作物汚染の経路 （直接汚染と間接汚染）

直接汚染 間接汚染

典型的な汚染の様子



コムギの汚染の状況
2011年5月26日

wheat

5/26

3/20



○ 食の安全を守る取組み

・農産物の放射性物質モニタリング



産地・生産者 流通事業者・消費者

国、県、市

流通
食品

県、食品製造業者

加工
食品

県、市町村等

学校
給食

市町村等

家庭
菜園

県

日常
食

国、県

出荷
物

JA、出荷業者等

出荷
物

モニタリング 産地での検査

生産段階 流通・消費段階

県産食品の安全・安心を確保する取組み①

農林水産部で実施



東日本大震災

東京電力福島第一原子力発電所事故

放射性物質による汚染

・原子力災害特別措置法に基づき原子力
災害対策本部の指示により県が実施

農林水産物に係る緊急時環境
放射線モニタリング

2011年3月11日

2011年3月17日

・市町村単位で1品目３点以上検査

・最初の検査品目は原乳

・モニタリング検査で基準値を超えると、
市町村単位等に出荷制限等の措置



流通・販売

・消費者

抽出検査

○○市 □□町 △△町

・流通食品の検査

・学校給食の検査・日常食の検査

・家庭菜園の検査

産地、生産量を考慮
して検査

モニタリングをパスしないと地域
単位で出荷停止、流通しない

モニタリング

農林水産物の安全を確保する取組み②

さらに詳細な検討の
ため産地等が主体に
検査

産地主体の検査



公 表
制限・解除等

国（厚生労働省等）

県食品生活衛生課

全体調整窓口・周知

オフサイトセンター
情報を一元的に管理

（原子力災害対策特別措
置法に定める「緊急事態応
急対策拠点施設」）

環境保全農業課

通知・ＨＰ掲載

分析・集計・報告

農業総合センター

野菜、果樹、きのこ山菜、魚

介類、肉類、穀類、鶏卵等

サンプル採取・調整

県が実施
県原子力センター

飲料水、日常食等

農林水産物緊急時環境モニタリングの実施体制

○県内市町村、関係団
体に通知
○県がホームページに
掲載
○報道機関等に広報

○厚生労働省がホー
ムページに掲載



○ 厚生労働省は事故直後に放射性物質の暫定規制値を設定。

○ 平成24年4月1日から新基準値を設定。モニタリング調査で基準値を超えた場
合は、市町村ごとに出荷制限等の措置がとられる。

食品群
規制値

（ベクレル/kg）
野菜
穀類

肉・卵・魚・他
５００

牛乳・乳製品 ２００

飲料水 ２００

食品群
基準値

（ベクレル/kg）
一般食品 １００

乳児用食品 ５０

牛乳 ５０

飲料水 １０

◎放射性物質の暫定規制値 ◎放射性セシウムの基準値
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放射性セシウムの基準値

（平成24年4月1日から）（平成23年4月～平成24年3月）



区分 品目 該当産出地 差し控えるよう
要請している
内容

果実 ウメ 福島市、伊達市、南相馬市、
桑折町、国見町

出荷

川俣町 収穫

ビワ 南相馬市 出荷

ザクロ 伊達市 出荷

カキ 南相馬市 出荷
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摂取や出荷等を差し控えるよう要請している食品（抜粋）

（平成25年1月26日現在）

○ 摂取や出荷等を市町村毎に差し控えるよう要請

モニタリング検査で基準値を超えた場合



○ 抽出したサンプルの可食部を粉砕して容器に詰め、分析機器で測定。

サンプルを粉砕 容器に詰める

○ 出荷が始まる直前から出荷期に、生産量や出荷額等に留意し、市町村、関係団
体等と協議して、品目やサンプル採取場所等を決定

分析機器で測定

○ 決められたサンプル採取場所から県がサンプルを採取し、これを県農業総合セ
ンター（分析場所）に搬入

モニタリング検査の検査体制



○ ゲルマニウム半導体検出器を１０台設置し分析を実施

○ 農業総合センターに分析課を設置（１６人）
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モニタリング検査の検査体制



穀類
41%

野菜
14%

果実
4%

畜産物
16%

林産物
4% 水産物

16%

牧草・飼料作物
5%

モニタリング分析品目（23年3月～26年6月）

○約450品目 ○これまでに115,146点を分析(米除く）

分析点数の内訳福島県環境保
全農業課作成



モニタリング検査結果の公表

http://www.new‐fukushima.jp/monitoring.php



○ 検査結果

・野菜、果樹

・畜産物

・林産物

・水産物

（米は除く）
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野菜・果実 畜産物 林産物 水産物

500Bq/kg～

100Bq/kg～500Bq/kg

ND～100Bq/kg

～ND

2011年3月～6月

○調査全体(計2,749）でNDは55％、ND～100Bq/kgは20％、
100～500Bq/kgは15%、500Bq/kg以上は10%

最大値：84,000Bq/kg（クキタチナ）



2011年3月～6月 ホウレンソウ、キュウリ

ホウレンソウ

キュウリ

放射性セシウム 放射性ヨウ素
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Cs：34,000Bq/kg

I： 8,400Bq/kg

Cs： 8Bq/kg

I： 21Bq/kg

最大値

最大値

ND以下
ND～2000Bq/kg
2000Bq/kg以上

○放射性物質の直接降下（フォールアウト）に
より、葉菜類（ホウレンソウ等）の濃度が高い。

○放射性セシウム、放射性ヨウ素が検出

放射性セシウム濃度 放射性ヨウ素濃度

ND以下
ND～100Bq/kg
100～500Bq/kg
500Bq/kg以上
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○放射性物質の直接降下（フォールアウト）により、葉菜類（ホウレンソウ等）
への影響が大きい。

ホウレンソウ キュウリ



カリウム施肥



放射性物質による作物汚染の経路 （二次汚染）

農業機械の汚染

－原発事故後に始めて使
用

－掃除が徹底されていな
い

べたかけ資材による
葉物野菜の汚染

－原発事故後に始
めて使用
－屋外で保存

農作物への付着

－倒伏による土
の付着

－雨水等による
土の跳ね上がり



放射性セシウム濃度の割合

山菜（栽培で
ない）

ウルイ、コシアブ
ラ、タラノメ、ゼン
マイ、ワラビ など

○品目により大きな差異。基準値を超過した地域・品目では出荷制限

放射性セシウム濃度の割合

林産物の経年変化（平成２３年３月～平成２５年１１月）
：５００Bq/kg～

：１００Bq/kg～

：５０Bq/kg～

：～５０Bq/kg

：検出下限未満
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平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

野生きのこ（栽培でない）

サクラシメジ、チチタケ、マツタケ、ナ
ラタケ、ヒラタケ、ヤマブシタケ など
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100%

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

福島県環境保全農業課作成



○試験操業は安定して基準値を下回る魚種が対象

海産魚介類の試験操業及び出荷制限（１）

試験操業対象種 ２７種
漁業種類 分類 魚種

底びき網漁
業
25種類
（タコ類、貝
類について
は7～8月に
小型船によ
る沖合タコ
カゴ漁でも
水揚げ）

魚類 アオメエソ（メヒカリ）、ヒレグロ、アカガレイ、
マアジ、アカムツ、ミギガレイ（ニクモチ）、キ
アンコウ、メダイ、キチジ、ヤナギムシガレイ、
サメガレイ、ユメカサゴ、チダイ

甲殻類 ケガニ ズワイガニ

タコ類 ミズダコ ヤナギダコ

イカ類 ケンサキイカ ジンドウイカ
スルメイカ（マイカ） ヤリイカ

貝類 エゾボラモドキ シライトマキバイ
チヂミエゾボラ ナガバイ

船びき網漁
業 2種類

魚類 コウナゴ シラス

福島県環境保
全農業課作成



海産魚介類の試験操業及び出荷制限（２）

海産魚介類に関する国の出荷制限等指示 平成２５年１２月１７日現在 ４０種

○出荷制限魚種でも、日数の経過とともに低下傾向

アイナメ、アカシタビラメ、イカナゴ（稚魚を除く）、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ

エゾイソアイナメ（ドンコ）、カサゴ、メバル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、ケムシカジカ

コモンカスベ、サクラマス、サブロウ、サヨリ、ショウサイフグ、シロメバル、スズキ、

ナガヅカ、ニベ、ヌマガレイ、ババガレイ、ヒガンフグ、ヒラメ、ホウボウ、ホシガレイ

ホシザメ、マアナゴ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マダラ、マツカワ、ムシガレイ、ムラソイ

メイタガレイ、ビノスガイ、キタムラサキウニ

福島県環境保
全農業課作成
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会津地方 中通り 浜通り



果樹・野菜

2011年3月～
2011年6月

2012年4月～
2012年3月
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○ 米のモニタリング

・H23年度

・H24年度 全量全袋検査
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○ 福島県の水田面積 63,000ha（全国7位）

○ 生産量 357,000t

○ 30kg玄米袋 12,000,000袋

農林水産省統計部「作物統計」

(平成24年度）

福島県の水稲

平成21年度は
約100,000ha
（全国4位）



平成２３年産稲の作付制限

◆作付制限区域（土壌５０００Bq/kg）の水稲不作付面積
８，５００ｈａ＊１

（県全体の作付面積（Ｈ２２）＊２の１１％）

◆作付を自粛した地域の水稲不作付面積
１，６００ｈａ＊１

（県全体の作付面積（Ｈ２２）＊２ の２％）

水稲不作付面積計 １０，１００ｈａ
（県全体の作付面積（Ｈ２２）の１３％）
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※１ 農林業センサス（2010）による推計値
※２ 作物統計

福島県水田
畑作課作成



２３年産米の放射性物質検査（モニタリング）

１ 予備調査 収穫前の段階で、放射性物質濃度の傾向を把握

２ 本調査 収穫後の段階で放射性物質濃度を測定し、出荷制限の要否を判断

福島県では国基準の２倍の密度で調査を実施

３ 早期出荷米（福島県独自）早期出荷米のほ場を指定（43.2ha）しほ場ごとに調査

平成２３年１０月１２日 すべての市町村の米が出荷可能となった

福島県水田畑作課作成

米の放射性物質緊急調査の実施

自主検査で暫定規制値を超える値が検出

調査点数：約３３千点、調査期間：約３ヶ月間（平成24年2月3日まで）

２４年産米の安全性確保対策：全量全袋検査
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○ 福島県の水田面積 63,000ha（全国7位）

○ 生産量 357,000t

○ 30kg玄米袋 12,000,000袋

農林水産省統計部「作物統計」

(平成24年度）

米の検査

平成21年度は
約100,000ha
（全国4位）

H24以降米の検査は、
これを全て測る！

福島県開発品種：天のつぶ



ゲルマニウム半導体検出器による分析

30分で1点測定
県で10台保有
1日10時間稼働とすると
◎ 20点/台×10台=200点/日

10,000,000点の分析にかかる日数
◎ 10,000,000/200=50,000日



○既存の検査機器では検査に時間がかかる。
↓

○米袋（30kg）を一袋単位かつ連続的に放射性セシ
ウム濃度を測定し、１時間あたり120袋以上の判定が
可能なこと。

全量・全袋検査全量・全袋検査



キャンベラ製

富士電機製

日立造船製三菱重工製

島津製作所製
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ベルトコンベア式放射性セシウム検査器

○ 導入台数 １９９台
○ 検査場数 １６３箇所



※図中、写真はイメージです。

玄米袋

ベルトコンベア式検査器でバーコードを
読み取り、放射性物質を検査

放射性物質が基準値
以下のみ合格

合格した玄米に
検査済ラベルを貼る

検査場 約170カ所
検査員等 約3,000名

検査結果を確認
https://fukumegu.org/ok/kome/

すべての米袋に生産者バーコード
を貼り、検査場に持ち込む

検査済ラベル（玄米用）

精米

安全性が確認された玄米を原料とした
精米の検査済ラベル（右：新米用）

米の全量全袋検査の流れ① ※図中、写真はイメージです。
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検査結果の伝達



米の全量全袋検査の流れ②

スクリーニング
レベル以下

出荷・流通

スクリーニング
レベル超過

ゲルマニウム
半導体検出
器で再検査

100ベクレル
/kg超過

100ベクレル
/kg以下

ベルトコンベア式放射性セシウム濃度検査器によるスクリーニ
ング検査では、厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリー
ニング法」に基づき、検査結果がスクリーニングレベル以下であ
れば、出荷・流通します。スクリーニングレベルを超えた場合は、
県のゲルマニウム半導体検出器で改めて詳細な検査を行いま
す。

全袋検査結果
隔
離
・
保
管



41

精米袋への表示



全量全袋検査への評価が変化全量全袋検査への評価が変化

（H24.10.25 福島民友）

（H24.10.25 読売）





○ 他の農作物でも、全量検査の実施を望む声は大きい

○ 玄米は量（30kg)と形状・密度の均一性がゆえに短時間での
測定が可能
→ 少量、形状不均一では正確な測定に時間がかかる

○ 水産物等で機器開発を検討中

○ 制度上の問題もある

全量検査


